
最低制限価格

　下記の案件について、簡易公募型競争見積を行いますのでお知らせします。参加を希
望される方は、宇治市公募型指名競争入札(見積)実施要領、宇治市競争参加業者選定基
準及び運用基準、宇治市競争入札心得を熟読、承知のうえ、参加を申し込んで下さい。

品名

簡易公募型競争見積のお知らせ

記

圧着ハガキ（納入通知書）

納品場所

宇治市長　松村　淳子

納入期限

参加表明書と見積書は同一の封筒に封入し、その封筒には、案件名、
商号又は名称を記載してください。
見積書は、契約課カウンターにある見積箱に投函してください。
封筒のサイズは見積箱の投函口（130ｍｍ）に入るものとしてくださ
い（長形３号封筒など）。
見本は契約課窓口にて閲覧可能です。
別紙「説明会に替えて連絡する事項」を熟読してください。

そ　の　他

物品概要及び
条件

令和8年5月15日

宇治市デジタル政策課

令和8年4月10日(金)
見積予定

午前 11時 00分 まで

(担当課：契 約 課)

令和 8年 3月27日

圧着ハガキ（納入通知書）

\344,520 無(税込)予 定 価 格

見積参加者に必要な資格・条件

参加資格者名簿登録

見積参加表明書の受付

提出期限

提出場所

添付資料

令和8年4月10日(金) 午前 11時 00分 まで

宇治市役所　３階　契約課　見積箱

見積書を同時に提出すること。

予定日

宇治市役所　３階　契約課場　所

無 無部　分　払前　払　金

消費税及び地方消費税を含んだ金額で行うこと消費税の扱い



説明会に替えて連絡する事項 

 

◆本案件に係る質疑の受付は、次のとおりとします。 

 令和８年３月２７日（金）午前９時から 

 令和８年４月 ３日（金）午後５時まで 



予定価格を超過して入札した者の取扱いについて 

 

 

○  本件の入札において予定価格を超過して入札をした者

は、本件の落札者が決定せず、再発注を行う際には指名

しない場合があります。 

 

○  入札辞退者に不利益を課すことはありません。 



＜圧着ハガキ（介護保険料額納入通知書）＞ 仕様書  

１ 品名         

圧着ハガキ（介護保険料額納入通知書） 

 

２ 適用 

本仕様書は宇治市介護保険課が発注する圧着ハガキに適用する。 

なお、本仕様書に示す仕様については、主要事項を示したものであり、本仕様書に明記

されていない事項であっても、当然に備えるべき事項については完備するものとする。 

 

３ 部数 

５４，０００部 

 

４ 納入場所 

デジタル政策課 

 

５ 納入期限 

令和８年５月１５日までとする。なお、詳細は発注者と協議し指示に従うこと。 

 

６ 出稿方法 

手書きで修正した現物を渡す。 

 

７  原稿       

受注者決定後に、別紙１「介護保険料額納入通知書レイアウト」および別紙２「介護保 

険料段階表」などを提供する。 

 

８  校正について 

様式等は変更する場合があるため、発注者と協議を行い、指示を受けること。 

宇治市担当課の校正後、印刷すること（校正回数２回程度）。また、納入までのスケジュ

ールが短期間となるため、修正漏れ等がないように十分に注意すること。 

 

９  仕様 

 （１） 製品及び原紙の品質等 

製品について、印刷ムラ・ズレ並びに色の濃淡等の異なりがないこと。糊付紙の

送り孔は、完全に抜かれており、抜きかすは、残っていないこと。また、反り、折

れ、端部の浮き上がり等の形状不良がないものであること。 



なお、本市が要求したときは、原紙の品質・購入先・保管状況・在庫状況・印刷

体制等について書面で報告すること。製紙会社の指定はしない。 

 （２） 紙質 

     電子写真印刷用上質紙もしくはこれに類するもの。 

（３） 形態 

     送り孔つき折畳み連続印刷用紙 

 （４） 用紙坪量 

128ｇ/㎡程度（連量：110kg 程度） 

 （５） 梱包条件 

防湿フィルム梱包もしくはこれに類する防湿効果を持つもので梱包すること。 

（６） 使用範囲 

納入物は次の処理において使用するものであり、これらの処理に支障をきたさな

いこと。 

ア ページプリンタ装置 

ページプリンタ（富士通株式会社製 PS5230CNK）において正常に印刷ができ

ること。また、排出時の折畳みが正常にできること。 

イ 連続フォーム用メールシーラー（圧着機） 

本市が利用する連続フォーム用メールシーラーにおいて均質な圧着が可能で

あること。 

また、上記メールシーラーで圧着率 40～60 程度の範囲で圧着をした場合に、

圧着が 2 ヶ月程度持続し、かつ剥離する際にやぶれないように圧着できること。 

10 本納品の検品 

すべての納入に対して検品を行うものとし、手法等については前項（１）と同様とする。

検品時に不具合等が発見された場合には、遅滞なく改良を行い、再度承認を得たうえで、

納入物の作成を行うこと。またスケジュールについては、発注者と改めて調整することと

するが、概ね本納品から３週間程度以内に再納品を行うこと。 

 

 

11  権利条件 

この印刷製本の作成にあたり、著作権及び版権等の権利は、宇治市に帰属するものとす

る。 

 

12  その他 

（１） 納入に際しては、発注者と調整を行い、指示に従うこと。 

（２） 受注者は契約締結後、すみやかに検品及び納品のスケジュールを提示し、発注

者の了解を得ること。 



（３） 本仕様に定めのない事項で疑義が生じたときは、発注者の担当職員と協議し、

その指示に従うこと。 

 

13  支払方法 

納入後、受注者の請求に基づき支払うこととする。なお、円未満の端数処理は少数点以

下切り捨てとすること。 



【別紙】詳細仕様 

 

  帳票名 種別 数量 

1 
介護保険料額 

納入通知書 
６面圧着 54,000枚 

 

・ 内容が見えないよう裏面に地紋等の印刷をすること。 

・ 見本と実際の納入物の文言等は異なることがあるため注意すること。 

・ 納入物を入れる箱に、帳票名及び内容数量を表示すること。 



# # # # # # # # # # 10 11
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

はミリメートル表記
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●令和8年6月1日号の「宇治市のかいごほけんだよ

り」も併せてご覧ください。

２８

見 本

介護保険料額
納入通知書

担当課：介護保険課

101.60mm= 4inch

152.4mm= 6inch

親展 101.60mm= 4inch

①面
（オモテ）

②面
（オモテ）

③面
（オモテ）

101.60mm= 4inch

令和8年度介護保険料額納入通知書

28ｍｍ 28ｍｍ 28ｍｍ 28ｍｍ 28ｍｍ 28ｍｍ

〒611-8501

宇治市宇治琵琶33番地
お問い合わせは

※市役所や警察署を名乗る詐欺にご注意を！！

別紙見本のとおり穴
を空けてください。

右に幅2mmの青のライ
ン。　ただし、上下3mm
にはラインを入れない

上下2mmのフチに
青のライン

「令和8年度介護保険料額納入通知書」
は、赤字。
その他の文言は、青字で記載すること。

※市役所や警察署を名乗る詐欺にご注意
を！！は赤字記で記載。
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101.60mm= 4inch

1. 賦課の根拠
介護保険法及び宇治市介護保険条例により賦課されます。

2．納付義務者

介護保険料の納付義務者は、第１号被保険者、第１号被保険者の属する世帯の世

帯主、第１号被保険者の配偶者です。
3．賦課年度

この通知書は、表面の年度の保険料の通知です。

4．保険料
① 介護保険制度は、市町村を保険者として、 高齢者の介護を社会保険の仕組みに

より支えるものであり、高齢者も被保険者として保険料を負担していただくものです。

② 保険料段階区分<算定基準及び基準額に対する割合>
被保険者及び被保険者の属する世帯の所得に応じて、１５段階の保険料を設定

しています。
5．保険料の月割計算

年度途中で被保険者資格の取得や喪失などがあった場合は、月割計算によって保
険料を算定します。

6．納付方法
令和８年６月１日号の「宇治市のかいごほけんだより」をご覧ください。

7．延滞金・督促手数料
納期限までに保険料を納められないと、条例に定められた延滞金・督促手数料がか

かります。
8．減免

① 保険料段階が第２段階または第３段階の人で一定の要件を満たす場合は、申請
により保険料が第１段階に減額されます。
（詳しくは、令和８年６月１日号の「宇治市のかいごほけんだより」をご覧ください）

② 震災・風水害・火災等により家屋等に著しい損害を受けたとき、主たる生計維持者
の死亡や失業等により収入が激減したとき、または刑事施設等に拘禁されたときは、
申請により保険料が減額または免除される場合があります。

なお、保険料についてご不明な点がありましたら、宇治市役所介護保険課へお問い合わ
せ下さい。

101.60mm= 4inch
101.60mm= 4inch

不服の申し立て

1． この通知書の決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して

３箇月以内に、京都府介護保険審査会に審査請求をすることができます（なお、この決定があった

ことを知った日の翌日から起算して３箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年

を

経過すると審査請求をすることができなくなります）。

2． 上記１の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを

知った日の翌日から起算して６箇月以内に、宇治市を被告として京都地方裁判所に処分の取消

し

の訴えを提起することができます。

ただし、次の（１）から（３）までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで

処分の取消しの訴えを提起することができます。

（１）審査請求があった日から３箇月を経過しても裁決がないとき

（２）処分、処分の執行または手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要が
あるとき

（３）その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき

（審査請求に対する問い合わせ先）

〒602-8570京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町(京都府庁内)

☎075‐414‐4674    (京都府介護保険審査会)

152.4mm= 6inch

③面

②面
（ウラ）

①面
（ウラ）

28ｍｍ 28ｍｍ 28ｍｍ 28ｍｍ 28ｍｍ 28ｍｍ

55ｍｍ=1.9685inch

55ｍｍ=1.9685inch

5mm

5mm

※1老齢福祉年金

明治44年4月1日以前に生まれた人などで、一定の所得がない人や他の年金を受給

できない人に支給される年金。

※2公的年金等収入額

国民年金・厚生年金・共済年金等課税対象となる種類の年金収入額。なお、障害年

金・遺族年金・老齢福祉年金等の非課税年金は含まず。

※3合計所得金額

純損失または雑損失の繰越控除前の総所得金額、土地等に係る事業所所得等の

金額、長期・短期譲渡所得金額（特別控除をした金額）、株式等に係る譲渡所得等の

金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得額及び退職所得金額の合計額。

※4その他の合計所得金額

上記※3の合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除した金額。給与所得

が含まれている場合は、当該給与所得の金額（所得金額調整控除の適用がある場

合は、控除前の金額）から10万円を控除する。

※5基準額

各保険料段階において保険料を決める基準となる金額。

※6市民税課税・非課税

介護保険制度上、令和8年度保険料における、合計所得金額と市民税課税･非課税

の算定は、令和7年度保険料と同様の算定基準により決定します。

◆ 介護保険料を下記の方法にて納付している人には、毎年1月に以下のものが通知されます。

◎ 特別徴収(障害年金・遺族年金等の非課税年金を除く)の人･･･

年金保険者から源泉徴収通知が送付されます。

◎普通徴収(口座振替に限る)の人･･･

宇治市より「介護保険料口座振替済通知書」が送付されます。

別紙2

別紙見本のとおり
入れてください。

別紙見本のとおり穴
を空けてください。

宇治市章で
透かし防止

「宇治」で透
かし防止



●第9期(令和8年度)の介護保険料

●生活保護受給者

第2段階
●前年の本人の公的年金等収入額とその他の合計所得
金額の合計が82.65万円を超え120万円以下

0.35 24,780円

第3段階
●前年の本人の公的年金等収入額とその他の合計所得
金額の合計が120万円を超える

0.65 46,020円

第4段階
●前年の本人の公的年金等収入額とその他の合計所得
金額の合計が82.65万円以下

0.80 56,640円

第5段階
●前年の本人の公的年金等収入額とその他の合計所得
金額の合計が82.65万円を超える

基準額
（※5）

70,800円

第6段階 ●前年の合計所得金額が125万円以下 1.10 77,880円

第7段階 ●前年の合計所得金額が125万円を超え200万円未満 1.30 92,040円

第8段階 ●前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満 1.65 116,820円

第9段階 ●前年の合計所得金額が300万円以上400万円未満 1.95 138,060円

第10段階 ●前年の合計所得金額が400万円以上500万円未満 2.10 148,680円

第11段階 ●前年の合計所得金額が500万円以上600万円未満 2.25 159,300円

第12段階 ●前年の合計所得金額が600万円以上750万円未満 2.40 169,920円

第13段階 ●前年の合計所得金額が750万円以上900万円未満 2.55 180,540円

第14段階 ●前年の合計所得金額が900万円以上1,000万円未満 2.70 191,160円

第15段階 ●前年の合計所得金額が1,000万円以上 2.95 208,860円

基準額
に

対する

保険料額
(年額)

第1段階 0.25 17,700円●老齢福祉年金（※1）受給者
●前年の本人の公的年金等収入額（※2）とその他の合
計所得金額（※3・4）の合計が82.65万円以下市民税非課税世帯で、

本人：非課税
世帯：非課税
（※6）

本人が市民税非課税
(世帯に課税者あり)で、
本人：非課税
世帯：課税
（※6）

本人が市民税課税で、
（※6）

別紙2

保険料
段階

対象者


